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つ
ぶ
や
き

　
平
成
26
年
９
月
７
日
の
町
議
会
議
員
選
挙
で
、
町
民
の
皆

様
か
ら
負
託
を
受
け
た
19
名
の
中
か
ら
６
名
が
議
会
広
報
調

査
特
別
委
員
に
選
出
さ
れ
、
「
町
民
の
皆
様
に
わ
か
り
や
す

く
、
親
し
み
の
あ
る
議
会
広
報
」
を
め
ざ
し
、
題
字
や
表
紙

写
真
の
公
募
、
頁
ご
と
の
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
表
示
、
表
紙
の
カ

ラ
ー
化
復
活
や
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
の
表
示
、
特
集
記
事
の
コ
ー

ナ
ー
新
設
等
、
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
し
た
。

　
お
陰
様
で
第
17
回
県
町
村
議
会
広
報
コ
ン
ク
ー
ル
に
お
い

て
は
、
審
査
委
員
特
別
賞
を
受
賞
い
た
し
ま
し
た
。
　
　
　

　　
委
員
長
・
真
栄
城
哲
、
副
委
員
長
・
宮
里
洋
史
、
委
員
・

儀
間
信
子
、
与
儀
清
、
屋
比
久
満
、
伊
計
裕
子
の
６
名
で
の

最
後
の
議
会
だ
よ
り
と
な
り
ま
す
。
こ
れ
ま
で
読
ん
で
い
た

だ
き
、
大
変
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（ 

広
報
調
査
特
別
委
員
一
同 

）

西 原 町 議 会 事 務 局

議会だよりに対するご意見
ご要望はこちらへ

、

TEL:098-945-5122

6月議会の傍聴者

延べ人数

人32

平成２9年度　政務活動費使途一覧表

No. No. 

西原町

No. No. 

西原町
2018（平成30）年2018（平成30）年

9月1日発行9月1日発行

7777
月議会月議会  

　　西原小学校3年今回の表紙題字
おやかわ

親川 ひより さん
66

(※政務活動費一人当たり年度支給額  120,000円）

※政務活動費は、議会の審議能力の強化と議員の調査研究活動基盤の充実を図るための費用です。
※１-残余金の△表示は、マイナス額（政務活動費の自己負担分）。
※平成30年度予算においては、皆減。

議員番号 議員名 研修費 会議費調査研究費 広報・広聴費 資料作成費 残余金（※１）資料購入費 事務所費 事務費 計要請陳情等活動費
62,500
62,500

64,270

2,800

62,582
254,652

9,160

9,160

40,290

46,320
41,250

81,220

79,230
83,660

371,970

19
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

新川喜男
宮里芳男

真栄城　哲
伊計裕子
与儀　清
宮里洋史

屋比久　満
伊波時男

長浜ひろみ
上里善清
大城誠一
呉屋　悟
儀間信子
平良正行
大城純孝
大城好弘
喜納昌盛

与那嶺義雄
前里光信

計

82,734

106,504
61,560

250,798 0

56,900
57,500
33,095

120,000
83,100

▲18,214
▲5,236
63,194
28,018
82,904
6,626

59,360
13,573

120,000
18,786

▲4,760
13,496

▲42,426
▲9,148
756,552

19,818

36,900

19,716
54,500
7,362

36,900
113,374
58,634

106,427

21,984
41,100

71,634
66,566

654,915 0

600

26,797

2,306
600
196

2,006

29,232

61,737

63,100
62,500
86,905

0
36,900

138,214
125,236
56,806
91,982
37,096

113,374
60,640

106,427
0

101,214
124,760
106,504
162,426
129,148

1,603,2320

後列：左から　与儀清委員、屋比久満委員、伊計裕子委員
前列：左から　儀間信子委員、真栄城哲委員長、宮里洋史副委員長

第９期　広報調査特別委員

ＮＯ！ 違法掲示物！
̶ 違法掲示物の掲示の自粛を申し合わせ ̶

　７月30日に開催された町議会議員選挙立候補予定者説明会で、参加者全員が違法掲示物の提示自粛に署名した。
　これは、景観保全や交通安全の確保、クリーンな選挙を目指すことを目的とするもので、今回、初めて、
違法なのぼりやポスター、横断幕の掲示を自粛することを確認した。
　これらの違法掲示物の掲示に関しては、町選挙管理委員会や議会事務局にも町民からの苦情や問い合わせ
があり、問題となっていた。

9月28日（金）午前10時 9月定例会開会予定



これから区画整理事業が予定されている徳佐田地区（一部）

◇
町
財
政
の
健
全
化

国
保
の
赤
字
解
消
の
取
り
組
み

を
伺
う
。本

町
に
残
る
累
積
赤
字

は
９
億
５
千
万
円
で
、
引
き
続
き
一
般

会
計
か
ら
の
繰
り
入
れ
に
な
る
。
対
策

と
し
て
医
療
費
の
適
正
化
等
に
よ
る
歳

出
削
減
を
図
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て

い
る
。
　 一

般
質
問

こ
の
一
般
質
問
の
内
容
は
、会
議
録（
反
訳
文
）に
基
づ
い
て
各
議
員
が
質
問
の
一
部
を
ま
と
め
、本
委
員
会
が
最
終
確
認・
編
集
を
し
た
も
の
で
す
。

2

宮里 芳男  議員
みやざと よしお

◇
県
道
浦
添
西
原
線
に
つ
い

　て
町
の
対
応
を
問
う

同
課
題
に
８
回
に
わ
た
っ
て
一

般
質
問
し
た
。
ほ
と
ん
ど
進
展

は
見
ら
れ
な
い
。
平
成
30
年
２
月
に
中

部
土
木
事
務
所
、
町
土
木
課
、
坂
田
自

治
会
三
者
に
よ
る
説
明
会
が
開
催
さ
れ

た
が
、
納
得
す
る
回
答
が
な
く
、
持
ち

帰
っ
て
再
度
検
討
す
る
と
の
こ
と
だ
っ

た
が
、
そ
の
後
、
何
の
連
絡
も
な
い
。

（
ア
）中
部
土
木
事
務
所
と
町
の
話
し
合

い
は
。（
イ
）直
進
道
路
に
つ
い
て
。
又
、

ボ
ッ
ク
ス
型
工
法
の
延
伸
に
つ
い
て
町

の
考
え
方
は
。（
ウ
）今
後
の
町
と
し
て

の
対
応
は
。（
エ
）進
捗
状
況
は
。

（
ア
）２
月
28
日
以
降
、

県
と
の
調
整
は
行
っ
て
い
な
い
が
、
再

度
の
説
明
会
に
向
け
て
パ
ワ
ー
ポ
イ
ン

ト
の
資
料
作
成
中
と
聞
い
て
い
る
。

（
イ
）直
進
道
路
に
つ
い
て
は
現
在
の
宅

地
と
の
高
低
差
を
考
慮
す
る
と
厳
し

い
。
ボ
ッ
ク
ス
型
は
12
メ
ー
ト
ル
の
案

は
検
討
結
果
案
だ
と
思
う
。（
エ
）29
年

度
末
、
坂
田
交
差
点
か
ら
サ
ン
エ
ー
西

原
シ
テ
ィ
ま
で
の
事
業
ベ
ー
ス
で

27
％
、
工
事
０
％
。
用
地
補
償
費

35
％
。

（
ウ
）地
域
自
治
活
動
を
推

進
し
や
す
い
よ
う
に
県
と
の
調
整
を
町

と
し
て
も
坂
田
ハ
イ
ツ
自
治
会
の
皆
さ

ん
と
連
携
し
な
が
ら
今
後
進
め
て
い

く
。◇

県
道
那
覇
北
中
城
線

（
ア
）交
差
点
に
つ
い
て
は
坂
田

ハ
イ
ツ
側
、
坂
田
高
層
の
２
か

所
を
現
状
ど
お
り
決
定
さ
れ
た
の
か
。

（
イ
）進
捗
状
況
は
。同

道
路
に
つ
い
て

は
、（
ア
）現
在
、
交
差
点
計
画
を
県
警

と
県
で
協
議
中
で
あ
る
。（
イ
）29
年
度

末
で
幸
地
か
ら
坂
田
交
差
点
の
区
間
、

事
業
ベ
ー
ス
で
50
％
、
工
事
５
％
、
用

地
補
償
費
60
％
。

◇
農
水
産
物
流
通
・
加
工
・

　観
光
拠
点
施
設

（
１
）指
定
管
理
者
は
決
定
さ
れ

た
の
か
。（
２
）事
業
の
進
捗
状

況
は
。

（
１
）現
在
は
公
募
参
加

表
明
者
が
応
募
申
請
書
類
作
成
中
。

（
２
）
前
年
度
ま
で
は
実
施
設
計
の
策

定
、
用
地
取
得
及
び
物
件
補
償
を
完

了
。
建
築
確
認
申
請
済
書
の
交
付
を
受

け
、
今
年
度
は
５
月
に
建
築
工
事
三
者

に
お
け
る
再
算
定
業
務
を
行
い
、
工
事

着
工
に
向
け
て
準
備
を
進
め
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。

問問

建
設
部
長

福
祉
部
長

建
設
部
長

建
設
部
長

一
般
質
問

こ
の
一
般
質
問
の
内
容
は
、会
議
録（
反
訳
文
）に
基
づ
い
て
各
議
員
が
質
問
の
一
部
を
ま
と
め
、本
委
員
会
が
最
終
確
認・
編
集
を
し
た
も
の
で
す
。
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◇
徳
佐
田
地
区
の
区
画
整
理

　事
業
の
進
捗
状
況
は
　

Ａ
地
区
の
10
．
４
ヘ
ク
タ
ー
ル

に
つ
い
て
は
、
基
本
計
画
の
策

定
は
終
わ
っ
て
い
る
。
Ｂ
地
区
の
約

３
．
１
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
状
況
に
つ
い
て

聞
く
。
　

減
歩
率
、
仮
換
地
先
の

内
容
、
認
可
さ
れ
た
場
合
の
事
業
期
間

等
の
意
見
交
換
を
行
っ
て
い
る
。

関
係
機
関
と
の
調
整
、
ま
た
、

県
の
指
導
助
言
等
は
。

南
側
の
３
．
１
ヘ
ク

タ
ー
ル
を
含
め
た
計
画
を
求
め
ら
れ
て

い
る
が
、
当
該
箇
所
は
集
落
で
建
物
が

多
く
、
仮
換
地
で
減
歩
率
及
び
事
業
期

間
が
遅
延
す
る
の
で
は
、
と
地
権
者
は

懸
念
し
て
い
る
。
都
市
計
画
決
定
時
は

上
位
計
画
等
か
ら
説
明
す
る
の
で
、
整

合
性
を
図
り
な
が
ら
、
土
地
利
用
の
計

画
を
立
て
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
と
、

助
言
を
受
け
て
い
る
。

Ｂ
地
区
の
３
．
１
ヘ
ク
タ
ー
ル

の
市
街
化
調
整
区
域
は
既
存
の

住
宅
も
あ
り
、
減
歩
率
が
平
均
で
40
％

を
超
え
る
と
聞
こ
え
る
が
、
同
意
を
得

る
こ
と
は
で
き
る
か
。

事
業
に
対
す
る
見
通

し
が
つ
く
ま
で
町
が
指
導
し
、
組
合
施

行
に
向
け
、
地
元
の
発
起
人
の
選
任
を

検
討
し
て
、
地
権
者
の
仮
同
意
の
準
備

に
取
り
組
む
考
え
で
あ
る
。

Ａ
地
区
、
Ｂ
地
区
減
歩
率
は
同

じ
か
。

土
地
区
画
整
理
事
業

を
行
う
場
合
は
区
域
内
で
の
独
立
採
算

性
の
形
に
な
る
。
施
工
に
関
し
て
国
等

の
補
助
が
受
け
ら
れ
る
分
は
補
助
を
入

れ
、
足
り
な
い
分
は
、
皆
さ
ん
か
ら
土

地
を
集
め
て
そ
れ
を
売
却
し
て
工
事
に

充
て
る
と
い
う
制
度
。
現
段
階
で
出
る

の
は
、
平
均
の
減
歩
率
。
ど
の
程
度
施

行
前
と
施
工
後
に
価
値
が
上
が
る
か
に

よ
っ
て
減
歩
率
は
個
々
に
違
っ
て
く

る
。
仮
に
農
地
で
あ
っ
た
場
合
は
、
こ

れ
が
住
宅
地
処
分
地
と
い
う
、
土
地
利

用
が
図
ら
れ
る
と
い
う
形
。
Ｂ
地
区
に

つ
い
て
は
今
、
市
街
化
調
整
区
域
な
の

で
、
一
部
建
物
が
建
っ
て
い
な
い
土
地

も
あ
る
。
そ
の
辺
の
土
地
利
用
が
図
ら

れ
る
と
い
う
事
が
、
一
番
大
き
な
利
点

と
い
う
形
に
な
る
。

問
今
後
、
国
保
税
の
引
き
上
げ
を

検
討
さ
れ
る
の
か
、
伺
う
。
　

県
は
平
成
36
年
度

ま
で
に
保
険
料
水
準
の
統
一
を
目
標
と

し
て
お
り
、
本
町
に
示
さ
れ
た
国
保
税

額
は
約
７
億
８
千
万
円
で
、
１
億
２
千

万
円
の
乖
離
が
あ
る
。
今
後
、
国
民
健

康
保
険
税
率
の
検
証
を
行
い
、
平
成
36

年
度
ま
で
に
、
税
率
に
近
づ
け
る
よ
う

改
正
の
見
直
し
を
行
う
考
え
で
あ
る
。

ふ
る
さ
と
納
税
の
取
り
組
み
方

法
に
つ
い
て
伺
う
。

昨
年
度
か
ら
、
郷

友
会
の
名
簿
を
活
用
し
、
ふ
る
さ
と
納

税
へ
の
協
力
依
頼
文
を
送
付
し
て
い

る
。
ま
た
、
株
式
会
社
Ｊ
Ｔ
Ｂ
と
の
契

約
（
ふ
る
ぽ
）
、
大
手
ふ
る
さ
と
納
税

ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
（
ふ
る
さ
と
チ
ョ
イ

ス
）
の
活
用
で
、
今
後
期
待
し
て
い
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。

住
宅
用
地
（
西
原
西
地
区
、
幸

地
地
区
）
、
Ｍ
Ｉ
Ｃ
Ｅ
背
後
地

（
小
那
覇
、
兼
久
地
区
）
を
拡
大
し
、

人
口
増
加
策
の
取
り
組
み
を
伺
う
。

本
町
の
人
口
目
標
は
、

国
土
利
用
計
画
が
平
成
33
年
に
３
万
６

千
人
、
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
が

平
成
42
年
に
３
万
７
千
人
、
人
口
ビ

ジ
ョ
ン
が
平
成
72
年
に
３
万
９
千
人
を

目
指
す
計
画
と
な
っ
て
い
る
。
西
原
西

地
区
・
沖
縄
都
市
モ
ノ
レ
ー
ル
て
だ
こ

浦
西
駅
周
辺
地
区
・
幸
地
地
区
・
マ
リ

ン
タ
ウ
ン
後
背
地
等
を
検
討
し
て
い
く

予
定
で
あ
る
。

商
工
業
用
地
の
拡
大
と
企
業
誘

致
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
伺

う
。

都
市
計
画
マ
ス
タ
ー

プ
ラ
ン
の
将
来
土
地
利
用
構
想
に
お
い

て
、
商
工
業
系
の
拡
大
用
地
を
位
置
付

け
る
こ
と
で
、
実
現
性
を
確
保
し
て
い

る
と
こ
ろ
だ
。
大
型
Ｍ
Ｉ
Ｃ
Ｅ
施
設
立

地
に
伴
い
、
商
工
業
用
地
の
拡
大
が
見

込
ま
れ
、
積
極
的
に
企
業
誘
致
活
動
に

取
り
組
ん
で
い
き
た
い
。
　

問

上里 善清  議員
うえざと よしきよ

問問問

問問

問

建
設
部
長

問

儀間 信子  議員
ぎま　  のぶこ

町
長

福
祉
保
険
課
長

企
画
財
政
課
長

問

建
設
部
長

建
設
部
長

建
設
部
長

建
設
部
長

建
設
部
長



異体字と常用漢字

45

◇
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

　待
機
児
童
解
消
は

平
成
29
年
度
と
30
年
度
の
待
機

児
童
数
は
。両

年
度
と
も
５
月
１
日

現
在
で
、
29
年
度
は
14
人
、
30
年
度
42

人
。

待
機
児
童
の
解
消
方
法
は
。

新
規
ク
ラ
ブ
を
開
設

一
般
質
問

こ
の
一
般
質
問
の
内
容
は
、会
議
録（
反
訳
文
）に
基
づ
い
て
各
議
員
が
質
問
の
一
部
を
ま
と
め
、本
委
員
会
が
最
終
確
認・
編
集
を
し
た
も
の
で
す
。

◇
町
所
有
公
共
建
造
物
の

　建
替
え

西
原
町
所
有
の
公
共
建
造
物
が

古
く
な
り
、
多
く
の
建
物
の
建

替
え
の
時
期
が
迫
っ
て
き
て
い
る
。
そ

の
対
策
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る

か
。
　

昨
年
度
策
定
し
た
西
原

町
公
共
施
設
等
総
合
管
理
計
画
に
沿
っ

て
今
後
は
取
り
組
み
を
進
め
て
い
く
。

中
期
的
な
視
点
を
持
っ
て
更
新
、
統
廃

合
、
長
寿
命
化
な
ど
を
計
画
的
に
行
っ

て
い
く
。
現
在
教
育
施
設
の
一
部
老
朽

化
が
進
ん
で
お
り
、
教
育
委
員
会
に
お

い
て
優
先
順
位
を
明
確
に
し
な
が
ら
、

個
別
計
画
を
策
定
し
対
応
し
て
い
く
こ

と
に
な
る
。
公
共
施
設
の
建
設
は
多
額

の
経
費
が
必
要
と
な
る
の
で
、
町
の
実

行
計
画
や
財
政
計
画
と
の
整
合
を
図
り

な
が
ら
財
政
負
担
の
軽
減
及
び
平
準
化

に
努
め
て
い
く
。

◇
独
り
住
ま
い
の
老
人
対
策

独
り
住
ま
い
の
老
人
が
亡
く

な
っ
て
、
死
後
何
日
か
経
過
し

て
か
ら
発
見
さ
れ
る
ケ
ー
ス
が
あ
る
。

そ
れ
を
防
ぐ
方
法
と
し
て
西
原
町
は
ど

の
よ
う
な
こ
と
を
や
っ
て
い
る
か
。

本
町
で
ひ
と
り
暮
ら

し
な
ど
で
見
守
り
が
必
要
な
高
齢
者
等

に
対
し
、
配
食
サ
ー
ビ
ス
事
業
及
び
高

齢
者
緊
急
通
報
シ
ス
テ
ム
事
業
を
実
施

し
、
見
守
り
及
び
緊
急
時
の
対
応
を

行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
社
会
福
祉
協
議

会
の
事
業
だ
が
、
自
治
会
に
よ
る
見
守

り
隊
の
事
業
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。

◇
子
ど
も
の
貧
困
対
策
事
業

　を
問
う

子
ど
も
の
貧
困
対
策
の
一
つ
と

し
て
、
各
自
治
会
が
居
場
所
づ

く
り
の
事
業
を
や
っ
て
い
る
と
思
う
。

そ
の
実
態
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。

地
域
の
自
治
会
事
務

所
を
開
所
し
て
い
た
だ
き
、
地
域
の
人

た
ち
の
協
力
の
も
と
、
老
人
ク
ラ
ブ
等

と
の
連
携
や
グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ
、
大

正
琴
ほ
か
、
地
域
の
人
的
資
源
や
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
を
活
用
し
た
学
習
支
援
、
簡

単
な
食
事
支
援
等
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な

活
動
を
実
施
し
て
い
る
。
昨
年
は
、
小

波
津
団
地
自
治
会
を
含
め
４
自
治
会
で

延
べ
２
，
５
７
８
人
の
子
ど
も
が
参
加

し
た
。

問

問

総
務
部
長

福
祉
部
長

福
祉
部
長一

般
質
問

こ
の
一
般
質
問
の
内
容
は
、会
議
録（
反
訳
文
）に
基
づ
い
て
各
議
員
が
質
問
の
一
部
を
ま
と
め
、本
委
員
会
が
最
終
確
認・
編
集
を
し
た
も
の
で
す
。

◇
火
葬
場
建
設

久
米
島
町
で
は
、
１
９
７
９
年

に
建
設
し
た
火
葬
場
の
老
朽
化

に
伴
い
、
一
括
交
付
金
を
使
っ
て
、
町

内
儀
間
に
葬
祭
場
と
火
葬
場
を
併
設
し

た
「
久
米
島
斎
場
」
を
建
て
、
今
年
５

月
１
日
か
ら
供
用
を
始
め
て
い
る
。
２

０
１
６
年
度
に
着
工
し
、
火
葬
炉
は
２

基
で
、
総
事
業
費
は
６
億
１
５
０
万
円

と
の
こ
と
で
あ
る
。
本
町
に
お
い
て

も
、
一
括
交
付
金
の
活
用
を
模
索
し
、

断
念
し
た
経
緯
が
あ
る
わ
け
で
、
ど
う

い
う
こ
と
が
説
明
を
お
願
い
し
た
い
。

久
米
島
町
に
は
葬
祭
場

が
な
く
、
核
家
族
化
や
ア
パ
ー
ト
な
ど

が
ふ
え
た
こ
と
に
加
え
、
火
葬
場
も
老

朽
化
し
、
離
島
で
あ
る
が
ゆ
え
の
不
便

を
解
消
、
安
心
し
て
住
み
よ
い
環
境
を

整
え
る
た
め
に
一
括
交
付
金
を
活
用
し

て
施
設
整
備
を
し
て
い
る
。
本
町
が
参

加
し
て
い
た
中
部
南
地
区
火
葬
場
・
斎

場
建
設
に
向
け
て
は
、
各
種
補
助
金
や

一
括
交
付
金
の
活
用
を
視
野
に
入
れ
て

取
り
組
ん
で
い
た
が
、
財
源
の
確
保
は

厳
し
い
状
況
だ
っ
た
。
ま
た
、
火
葬

場
・
葬
場
建
設
の
候
補
地
と
な
っ
て
い

る
地
域
の
反
対
も
あ
り
断
念
し
た
。

◇
名
前
の
旧
漢
字
化
の
問
題

近
ご
ろ
よ
く
耳
に
す
る
こ
と
で

あ
る
が
、
名
前
が
新
漢
字
か
ら

旧
漢
字
に
な
り
難
し
く
な
っ
た
と
い
う

こ
と
だ
。
例
え
ば
、
与
那
城
、
与
那
嶺

の
「
与
」
の
字
、
長
浜
、
大
浜
の
「
浜
」

の
字
な
ど
で
あ
る
。
私
も
自
分
の
名
字

「
ヨ
ギ
」
を
、
新
漢
字
の
「
与
儀
」
で

半
世
紀
（
50
年
程
）
近
く
使
用
し
て
き

た
が
、
最
近
は
、
新
漢
字
か
ら
旧
漢
字

に
書
き
直
し
を
求
め
ら
れ
る
こ
と
が
多

く
な
っ
た
。
そ
れ
で
伺
い
た
い
。
新
漢

字
に
す
る
方
法
は
あ
る
の
か
。
簡
単
な

手
順
な
ど
が
あ
れ
ば
教
え
て
い
た
だ
き

た
い
。

新
漢
字
に
す
る
方
法

が
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
お

答
え
す
る
。
町
民
課
に
お
い
て
申
出
書

を
提
出
し
、
旧
漢
字
を
新
漢
字
に
名
字

を
更
正
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
が
あ

る
の
で
、
町
民
課
の
窓
口
で
可
能
と
な

る
。

問 し
、
受
け
皿
を
増
や
す
こ
と
が
一
番
の

対
策
で
あ
る
。

◇
登
校
支
援
事
業
の
復
活
は

平
成
30
年
度
は
登
校
支
援
員
が

廃
止
に
な
っ
た
。
事
業
の
復
活

の
見
込
み
は
。

平
成
27
年
度
か
ら
29
年

度
ま
で
一
括
交
付
金
事
業
を
活
用
し
、

全
小
中
学
校
に
支
援
委
員
を
配
置
し
て

き
た
。
こ
れ
に
よ
り
先
生
方
の
負
担
軽

減
が
図
ら
れ
る
と
と
も
に
、
児
童
の
心

が
開
か
れ
、
登
校
し
始
め
る
な
ど
、

数
々
の
実
績
を
上
げ
て
き
た
。
し
か
し

本
町
の
厳
し
い
財
政
状
況
に
お
い
て
苦

渋
の
判
断
に
よ
り
廃
止
し
た
。
現
時
点

で
は
、
復
活
の
め
ど
は
た
っ
て
い
な

い
。

◇
農
業
生
産
法
人
西
原
フ
ァ
ー
ム

　経
営
は
大
丈
夫
か

経
営
改
善
状
況
は
。

こ
の
法
人
の
平
成
29

年
度
第
７
期
の
事
業
は
、
収
入
面
で
、

当
初
計
画
２
，
１
９
６
万
円
に
対
し
、

決
算
額
２
，
３
０
０
万
円
（
達
成
率
１

０
４
％
）
、
当
期
損
益
で
、
当
初
計
画

５
８
７
万
円
に
対
し
、
決
算
額
１
９
３

万
円
（
達
成
率
33
％
）
で
、
設
立
か
ら

７
期
目
で
黒
字
転
換
し
て
い
る
。

◇
麻
疹
は
止
め
ら
れ
る
か

う
が
い
や
手
洗
い
、
マ
ス
ク
で

も
防
ぐ
こ
と
が
で
き
な
い
麻

疹
、
予
防
方
法
は
。予

防
接
種
が
最
も
有

効
で
あ
る
。

　
年
度
本
町
の
接
種
率
は
。

１
歳
児
が
対
象
と
な

る
第
一
期
の
接
種
率
が
83
．
８
％
、
就

学
前
児
童
が
対
象
と
な
る
第
２
期
が

91
．
７
％
。

全
体
の
ど
の
く
ら
い
の
人
が
予

防
接
種
を
し
て
い
れ
ば
蔓
延
は

予
防
で
き
る
か
。

接
種
率
（
特
に
１

歳
児
）
が
95
％
以
上
あ
れ
ば
、
新
規
患

者
は
抑
制
で
き
る
。

建
設
部
長

福
祉
部
長

建
設
部
長

健
康
支
援
課
長

問問問

福
祉
部
長

総
務
部
長

問福
祉
部
長

福
祉
部
長

問

問問

問問

前里 光信  議員
まえさと こうしん

与儀  清  議員
よぎ　　きよし

大城 誠一  議員
おおしろ せいいち

教
育
部
長

29
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◇
幸
地
及
び
徳
佐
田
地
区

　区
画
整
理
事
業

幸
地
及
び
徳
佐
田
地
区
の
区
画

整
理
事
業
は
、
モ
ノ
レ
ー
ル
浦

西
駅
周
辺
事
業
と
連
動
す
る
こ
と
に
よ

り
、
さ
ら
な
る
事
業
効
果
を
発
揮
す

る
。
幸
地
Ｉ
Ｃ
周
辺
は
、
自
動
車
道
で

那
覇
空
港
に
直
結
す
る
こ
と
で
、
空
港

周
辺
の
土
地
需
要
に
即
対
応
可
能
で
、

西
原
町
の
雇
用
や
税
収
面
で
事
業
効
果

一
般
質
問

こ
の
一
般
質
問
の
内
容
は
、会
議
録（
反
訳
文
）に
基
づ
い
て
各
議
員
が
質
問
の
一
部
を
ま
と
め
、本
委
員
会
が
最
終
確
認・
編
集
を
し
た
も
の
で
す
。

◇
将
来
の
西
原
を
支
え
る

　「子
育
て
働
き
世
代
」

　の
人
口
増
を
！

将
来
の
西
原
町
を
支
え
る
礎
と

な
る
、
こ
の
世
代
が
移
り
住
み

た
く
な
る
、
環
境
づ
く
り
を
す
る
べ
き

だ
と
考
え
る
が
。

こ
の
世
代
に
重
点
を
置
く

と
、
保
育
園
を
中
心
に
、
教
育
施
設
の

整
備
や
福
祉
の
整
備
等
に
相
当
な
お
金

が
か
か
る
。
全
体
的
な
バ
ラ
ン
ス
の
中

で
進
め
て
い
く
、
人
口
増
加
策
が
必
要

だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

若
い
人
達
に
お
金
が
か
か
り
過

ぎ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
世
代

は
、
金
を
生
み
出
す
。
そ
う
い
う
収
支

の
比
較
を
す
べ
き
で
あ
る
。
若
い
力

は
、
ま
ち
づ
く
り
の
面
に
も
大
き
な
力

と
な
る
の
で
、
環
境
づ
く
り
を
や
っ
て

い
た
だ
き
た
い
。

◇
「
法
定
外
税
」の
導
入
で
、

　新
た
な
財
源
確
保
を
！

入
湯
税
は
、
魅
力
だ
と
思
う
。

実
施
さ
れ
た
調
査
で
も
、
温
泉

が
出
る
と
い
う
事
実
は
あ
る
の
だ
か

ら
、
そ
れ
を
利
用
し
た
企
業
の
誘
致
も

あ
る
と
思
う
が
。

井
戸
を
掘
る
の

に
２
億
円
か
か
り
、
そ
こ
を
理
解
し
た

う
え
で
進
出
す
る
企
業
が
あ
れ
ば
探
し

て
い
き
た
い
。

お
金
が
か
か
る
か
ら
と
決
め
つ

け
ず
、
誘
致
に
あ
た
り
、
税
制

優
遇
な
ど
方
策
が
あ
る
と
思
う
し
、
収

入
源
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
、
今

か
ら
計
画
し
て
も
ら
い
た
い
。

◇
こ
れ
で
い
い
？

　観
光
振
興
計
画

今
回
策
定
さ
れ
た
『
観
光
振
興

計
画
』
、
抽
象
的
で
ビ
ジ
ョ
ン

が
見
え
な
い
。
他
の
自
治
体
は
、
ア
ン

ケ
ー
ト
調
査
か
ら
弱
点
や
数
値
目
標
を

立
て
て
い
る
。
何
世
帯
を
対
象
に
ど
れ

だ
け
の
回
答
が
あ
っ
た
の
か
。

１
０
８
９
事
業

者
を
対
象
と
し
、
回
答
数
は
80
件
と

な
っ
て
い
る
。

他
の
自
治
体
で
は
、
何
パ
ー
セ

ン
ト
の
回
答
数
が
あ
れ
ば
、
信

頼
度
が
何
パ
ー
セ
ン
ト
あ
る
と
示
さ
れ

て
い
る
が
、
本
町
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査

は
、
ど
の
く
ら
い
の
信
頼
度
か
。

信
頼
性
と
い
う

形
で
は
、
大
変
低
い
と
言
わ
ざ
る
を
得

な
い
。
た
だ
、
２
ヶ
月
間
か
け
て
、
お

願
い
し
て
の
回
答
率
で
あ
る
の
で
、
こ

れ
以
上
取
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

　

問

問問

問

産
業
観
光
課
主
幹

産
業
観
光
課
主
幹

産
業
観
光
課
主
幹

一
般
質
問

こ
の
一
般
質
問
の
内
容
は
、会
議
録（
反
訳
文
）に
基
づ
い
て
各
議
員
が
質
問
の
一
部
を
ま
と
め
、本
委
員
会
が
最
終
確
認・
編
集
を
し
た
も
の
で
す
。

◇
町
政
全
般
を
質
す

厳
し
い
町
財
政
運
営
の
中
で

「
本
町
の
財
政
規
模
に
見
合
っ

た
事
業
計
画
を
こ
れ
ま
で
よ
り
も
早
い

段
階
で
見
直
す
」
と
言
っ
て
い
る
が
、

い
つ
、
ど
の
よ
う
に
進
め
る
の
か
。

毎
年
度
実
施
の
実
行

計
画
の
ロ
ー
リ
ン
グ
に
向
け
た
集
約
、

そ
の
後
の
予
算
編
成
方
法
は
新
た
な
試

み
で
実
施
に
移
す
。
法
律
に
基
づ
く
義

務
的
事
業
・
予
算
を
先
に
確
保
、
残
り

の
財
源
で
優
先
度
の
高
い
一
般
行
政
、

政
策
事
業
を
収
支
が
合
う
よ
う
計
画
を

見
直
す
。

３
月
議
会
終
了
後
、
４
月

か
ら
準
備
に
着
手
、
町
長
の
政
策
に
照

ら
し
合
わ
せ
、
特
に
こ
の
２
か
年
に
つ

い
て
は
確
定
さ
せ
て
い
く
。

国
保
赤
字
解
消
プ
ラ
ン
の
見
通

し
は
。

平
成
35
年
ま
で
に
累

積
赤
字
を
解
消
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
見
込
み
で
14
億
円
の
法
定
外
繰
り

入
れ
が
必
要
で
単
年
度
の
保
険
税
の
あ

り
方
、
赤
字
を
出
さ
な
い
収
支
の
バ
ラ

ン
ス
で
財
政
構
造
に
す
る
必
要
が
あ

る
。

平
成
36
年
度
ま

で
に
保
険
税
の
見
直
し
、
医
療
費
の
抑

制
で
、
単
年
度
の
赤
字
解
消
は
で
き

る
。

各
教
育
施
設
関
連
課
題
解
決
に

向
け
た
実
施
計
画
の
作
成
は
。

所
管
施
設
の
建
て
替

え
は
多
額
の
事
業
費
が
必
要
で
現
状
で

は
大
変
厳
し
い
。
中
期
的
な
計
画
及
び

具
体
的
な
実
施
時
期
を
今
後
詰
め
て
い

く
。

海
外
移
住
者
子
弟
研
修
生
受
入

事
業
の
進
捗
状
況
は
。

第
28
期
生
の
推
薦
依

頼
を
５
月
30
日
に
ペ
ル
ー
に
送
付
。
９

月
、
10
月
の
実
施
に
向
け
取
り
組
ん
で

い
る
。

尚
円
王
即
位
５
５
０
年
記
念
事

業
検
討
委
員
会
で
の
委
員
か
ら

の
意
見
等
は
ど
う
対
処
し
て
い
く
か
。

「
致
和
」
扁
額
の
制

作
、
記
念
の
講
座
や
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
開

催
、
即
位
５
５
０
年
の
機
を
逸
す
べ
き

で
な
い
等
の
意
見
が
あ
り
、
今
後
検

討
。

議
会
費
の
議
会
側
と
の
協
議
は
。

　
　
　

財
政
状
況
を
説
明
し

協
議
。
議
会
で
も
議
論
を
。

問

問

問

問問問

が
大
き
い
。
切
れ
目
の
な
い
事
業
展
開

が
必
要
。
今
後
の
具
体
的
な
事
業
展
開

の
工
程
表
を
示
し
て
ほ
し
い
。

当
該
事
業
に
関
し
て

は
、
こ
れ
ま
で
組
合
設
立
に
向
け
説
明

会
等
を
行
っ
て
き
た
。
さ
ら
に
、
調
査

業
務
が
必
要
だ
が
、
厳
し
い
財
政
事
情

な
ど
か
ら
工
程
表
を
示
す
こ
と
は
困
難

な
状
況
で
あ
る
。

徳
佐
田
の
場
合
、
お
金
が
な
い

か
ら
事
業
が
凍
結
だ
と
い
う
話

に
な
っ
て
、
み
ん
な
諦
め
感
が
あ
る
。

丁
寧
な
説
明
が
必
要
だ
。
浦
添
市
側
は

活
気
を
帯
び
て
ビ
ル
が
建
ち
並
び
、
西

原
町
側
は
草
ぼ
う
ぼ
う
で
は
恥
ず
か
し

い
。

都
市
マ
ス
タ
ー
プ

ラ
ン
の
見
直
し
の
中
で
、
向
こ
う
３
年

を
か
け
て
計
画
を
策
定
し
た
い
。

◇
抜
本
的
な
財
政
再
建
策
の

　実
施
を

町
民
は
町
の
将
来
に
大
き
な
不

安
を
募
ら
せ
て
い
る
。
県
下
で

も
財
政
力
は
上
位
に
あ
り
な
が
ら
も
、

財
政
危
機
に
陥
る
。
原
因
を
早
期
に
分

析
し
、
対
応
で
き
な
か
っ
た
事
が
大
き

な
問
題
だ
。
外
部
の
専
門
家
を
入
れ
た

財
政
運
営
・
チ
ェ
ッ
ク
体
制
が
あ
る
の

か
。
ま
た
、
南
風
原
町
や
与
那
原
町
の

よ
う
な
抜
本
的
な
「
財
政
健
全
化
計
画
」

を
断
行
す
る
こ
と
が
、
町
財
政
の
再

生
・
安
定
に
不
可
欠
だ
と
考
え
る
が
ど

う
か
。

財
政
健
全
化
計
画
の
名
称

で
は
な
い
が
、
町
で
も
行
革
大
綱
や
集

中
改
革
プ
ラ
ン
等
で
同
様
な
改
革
は
し

て
き
た
。

５
次
、
６
次
の
行
革

大
綱
は
内
部
の
み
で
検
証
を
行
っ
て
き

た
。

こ
れ
ま
で
の
や
り
方
で
十
分
だ

と
す
る
答
弁
。
将
来
本
当
に
沈

没
す
る
と
い
う
危
機
感
が
町
長
に
は
な

い
の
か
。

予
算
も
前
年
比
マ
イ
ナ
ス

５
．
７
％
と
引
き
締
め
、
も
っ
と
切
り

込
む
必
要
が
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。

真栄城 哲  議員
まえしろ　てつ

総
務
部
長

福
祉
部
長

教
育
部
長

教
育
部
長

教
育
部
長

総
務
部
長

福
祉
保
険
課
長

総
務
部
長

都
市
整
備
課
長

建
設
部
長

副
町
長

副
町
長

喜納 昌盛  議員
きな　 まさもり

問

問

問

町
長

与那嶺 義雄  議員
よなみね　　よしお

た
だ

町
長

問

問

問
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◇
一
括
交
付
金
事
業
と
町
財

　
政
に
つ
い
て
本
町
の
対
応

　
を
聞
く

町
の
財
政
の
現
状
は
負
担
金
の

確
保
で
厳
し
い
状
況
だ
が
、
あ

と
何
年
続
く
の
か
。本

町
は
国
保
の
累
積

赤
字
の
解
消
や
老
朽
化
し
た
公
共
施
設

の
課
題
が
あ
り
、
そ
の
上
、
扶
助
費
の

伸
び
が
上
昇
し
て
い
る
状
況
で
あ
る
。

一
般
質
問

こ
の
一
般
質
問
の
内
容
は
、会
議
録（
反
訳
文
）に
基
づ
い
て
各
議
員
が
質
問
の
一
部
を
ま
と
め
、本
委
員
会
が
最
終
確
認・
編
集
を
し
た
も
の
で
す
。

◇
交
通
安
全
対
策
を
！

町
民
か
ら
危
な
い
と
の
声
が
あ
っ

た
小
那
覇
マ
リ
ン
タ
ウ
ン
線
か

ら
工
業
団
地
へ
抜
け
る
交
差
点
で
死
亡

事
故
が
起
き
た
。
警
察
署
・
公
安
委
員

会
に
強
く
要
請
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

ま
た
、
西
原
東
中
学
校
へ
抜
け
る
交
差

点
は
、
早
急
な
対
策
が
必
要
で
は
な
い

か
。

事
故
を
受
け
て
、
運

転
者
の
注
意
を
促
す
た
め
の
道
路
標
示

や
道
路
標
識
の
設
置
を
検
討
し
、
実
施

す
る
予
定
。
今
後
は
地
域
の
自
治
会
と

も
相
談
し
て
要
請
等
を
行
う
か
調
整
し

た
い
。
西
原
東
中
学
校
へ
抜
け
る
交
差

点
へ
の
信
号
機
設
置
要
請
は
引
き
続
き

行
う
。

◇
　
月
か
ら
の
未
就
学
児
医

　
療
費
完
全
無
料
に
向
け
て

今
年
10
月
か
ら
未
就
学
児
を
対

象
に
現
物
給
付
導
入
と
と
も
に

通
院
費
の
一
部
負
担
金
廃
止
で
完
全
無

料
と
な
る
。
そ
の
進
捗
状
況
は
。

今
議
会
に
条
例
の
一
部

改
正
条
例
を
提
案
し
て
い
る
。
関
係
規

則
の
改
正
、
シ
ス
テ
ム
改
修
作
業
を
行

い
、
９
月
に
対
象
者
へ
の
受
給
者
証
の

送
付
や
周
知
等
を
行
う
予
定
。

小
・
中
学
生
の
通
院
費
は
無
料

で
は
な
い
。
経
済
的
に
厳
し
い

保
護
者
へ
の
無
料
低
額
診
療
の
案
内
は

可
能
か
。
広
報
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
の

周
知
は
で
き
な
い
か
。

保
護
者
か
ら
相
談
が

あ
っ
た
場
合
は
情
報
提
供
等
の
対
応
は

し
た
い
が
、
教
育
に
関
わ
る
こ
と
や
子

ど
も
に
特
化
さ
れ
た
こ
と
で
も
な
い
た

め
、
児
童
生
徒
へ
の
周
知
は
教
育
委
員

会
と
し
て
は
そ
ぐ
わ
な
い
と
考
え
て
い

る
。

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や

広
報
へ
の
掲
載
に
つ
い
て
は
、
今
後
ま

た
各
市
町
村
の
状
況
も
見
な
が
ら
検
討

し
て
い
き
た
い
。

◇
学
童
の
児
童
館
・
公
民
館

　
と
の
併
設
の
可
能
性
は

沖
縄
県
は
一
括
交
付
金
を
使
っ

て
、
学
童
の
公
設
に
力
を
入
れ

て
い
る
。
児
童
館
へ
の
併
設
や
公
民
館

と
の
併
設
等
で
、
こ
の
事
業
を
活
用
し

て
い
た
だ
き
た
い
が
、
い
か
が
か
。

新
規
で
ク
ラ
ブ
を
開

設
し
た
場
合
、
新
た
に
町
か
ら
補
助
金

の
交
付
が
必
要
と
な
る
。
本
町
の
厳
し

い
財
政
状
況
で
は
、
一
括
交
付
金
を
活

用
し
た
と
し
て
も
現
段
階
で
の
対
応
は

厳
し
い
と
考
え
て
い
る
。

問問

総
務
課
長

一
般
質
問

こ
の
一
般
質
問
の
内
容
は
、会
議
録（
反
訳
文
）に
基
づ
い
て
各
議
員
が
質
問
の
一
部
を
ま
と
め
、本
委
員
会
が
最
終
確
認・
編
集
を
し
た
も
の
で
す
。

◇
保
育
行
政

働
き
方
改
革
が
法
案
化
さ
れ
、

ま
す
ま
す
雇
用
は
増
大
す
る
。

特
に
女
性
の
社
会
進
出
に
伴
い
、
政
府

が
保
育
の
受
け
皿
を
拡
大
す
る
中
で
、

保
育
士
の
不
足
の
対
策
が
大
き
な
問
題

と
な
っ
て
い
る
。
本
町
の
対
応
に
つ
い

て
伺
う
。
待
機
児
童
数
は
。

平
成
30
年
４
月
１
日

現
在
の
待
機
児
童
数
は
１
０
７
人
で
あ

る
。

各
園
の
保
育
士
の
充
足
は
。

平
成
30
年
４
月
１
日

現
在
、
公
立
１
園
、
認
可
園
で
保
育
士

が
不
足
し
て
い
る
と
の
報
告
を
受
け
て

い
る
。

０
歳
児
は
、
３
人
に
対
し
て
１

人
の
保
育
士
が
必
要
で
あ
る
が

保
育
士
不
足
の
影
響
は
な
い
か
。

０
歳
児
ク
ラ
ス
は
公

立
、
認
可
保
育
園
合
わ
せ
て
31
人
の
定

員
割
れ
が
生
じ
て
い
る
状
況
で
あ
る
。

子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
や
一
時

預
か
り
保
育
の
対
応
に
影
響
は

な
い
か
。

子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

を
実
施
し
て
い
る
認
可
園
２
園
の
う

ち
、
１
園
に
つ
い
て
は
４
月
か
ら
休
止

し
て
い
る
。
一
時
保
育
事
業
に
つ
い
て

も
同
様
に
実
施
で
き
な
い
状
況
と
な
っ

て
い
る
。本

町
の
行
政
と
し
て
保
育
士
不

足
の
解
消
策
を
お
聞
き
す
る
。

西
原
町
保
育
連
絡
協

議
会
と
と
も
に
、
保
育
士
確
保
や
保
育

環
境
改
善
等
を
話
し
合
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
チ
ー
ム
を
今
年
１
月
に
発
足
さ
せ
、

保
育
士
要
請
施
設
と
な
る
近
隣
の
２
大

学
及
び
養
成
校
へ
訪
問
を
実
施
し
て
い

る
。◇

庁
舎庁

舎
も
築
４
年
に
な
り
議
会
事

務
局
事
務
所
前
の
廊
下
の
雨
漏

り
、
床
面
の
浸
水
、
外
構
で
２
階
、
３

階
の
鉄
の
手
す
り
が
下
部
の
赤
サ
ビ
で

腐
食
が
発
生
し
て
い
る
が
、
そ
の
補
修

に
つ
い
て
伺
う
。

廊
下
サ
ッ
シ
の
下
か

ら
雨
漏
り
に
つ
い
て
は
施
工
業
者
で
補

修
済
、
手
す
り
等
で
幾
つ
か
サ
ビ
が
散

見
さ
れ
る
の
で
、
今
後
対
応
し
て
い

く
。

問

問

問問

問問

し
ば
ら
く
厳
し
い
財
政
状
況
が
続
く
と

見
込
ん
で
い
る
。

本
町
の
一
括
交
付
金
の
活
用
は

他
町
村
と
比
較
し
て
事
業
の
規

模
が
大
き
く
町
の
負
担
が
増
に
な
っ
て

い
る
の
で
は
な
い
か
。

規
模
に
応
じ
て
町
負

担
額
は
決
ま
る
た
め
、
町
負
担
額
の
増

に
な
る
。
ハ
ー
ド
事
業
に
お
い
て
は
ソ

フ
ト
事
業
よ
り
も
起
債
の
活
用
が
で
き

る
た
め
年
度
ご
と
の
予
算
編
成
を
組
み

や
す
い
面
も
あ
る
が
、
数
年
後
に
公
債

費
に
は
ね
か
え
っ
て
く
る
た
め
、
慎
重

に
判
断
す
る
必
要
が
あ
る
。

一
括
交
付
金
事
業
は
本
町
の
予

算
規
模
か
ら
す
る
と
、
ど
の
程

度
の
額
が
適
正
だ
と
考
え
て
い
る
の
か
。

適
正
な
事
業
費
と
い

う
視
点
で
は
答
え
が
厳
し
い
が
、
こ
れ

ま
で
６
年
間
で
配
分
額
の
57
％
の
執
行

に
な
っ
て
い
る
。

◇
大
型
Ｍ
Ｉ
Ｃ
Ｅ
施
設
の

　
エ
リ
ア
関
連
に
つ
い
て
聞
く

大
型
Ｍ
Ｉ
Ｃ
Ｅ
施
設
の
誘
致

で
、
本
町
の
ま
ち
づ
く
り
が
大

き
く
変
わ
る
も
の
と
思
う
。
土
地
の
利

用
や
海
岸
地
域
の
開
発
で
ア
フ
タ
ー
Ｍ

Ｉ
Ｃ
Ｅ
の
取
り
組
み
が
必
要
だ
が
、
マ

ス
タ
ー
プ
ラ
ン
の
変
更
後
は
都
市
計
画

は
ど
の
よ
う
に
進
め
る
の
か
。

平
成
29
年
12
月
に
改

訂
作
業
を
完
了
し
、
変
更
後
、
一
括
交

付
金
を
活
用
し
て
Ｍ
Ｉ
Ｃ
Ｅ
受
入
環
境

整
備
可
能
性
基
礎
調
査
を
予
定
し
て
い

る
。
そ
れ
を
基
に
、
平
成
31
年
か
ら
２

年
か
け
て
地
権
者
の
合
意
形
成
に
努

め
、
平
成
33
年
に
区
画
整
理
調
査
を
予

定
し
て
い
る
。

◇
兼
久
交
差
点
の
道
路
整
備

兼
久
交
差
点
の
道
路
整
備
は
ど

う
な
っ
て
い
る
の
か
。

一
部
未
整
備
も
あ
り
、

歩
行
路
を
含
め
検
討
中
で
あ
る
。

福
祉
部
長

福
祉
部
長

福
祉
部
長

福
祉
部
長

総
務
部
長

総
務
部
長

総
務
部
長

建
設
部
長

建
設
部
長

福
祉
部
長

総
務
部
長

伊計 裕子  議員
いけい　ひろこ

問問

問問

問 問

教
育
部
長

健
康
支
援
課
長

福
祉
部
長

福
祉
部
長

大城 純孝
おおしろよしたか

  議員

大城 好弘  議員
おおしろよしひろ

問

10
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◇
マ
イ
ス
施
設
後
背
地
の

　都
市
計
画

マ
イ
ス
施
設
の
後
背
地
に
計
画

し
て
い
る
ホ
テ
ル
、
商
業
用
地

の
面
積
と
都
市
計
画
決
定
は
何
年
度
に

決
定
か
。

ホ
テ
ル
用
地
約
 20

 

ha
、
商
業
用
地
約
 88 

ha
。
都
市
計
画
決

定
は
、
市
街
化
区
域
の
編
入
等
が
あ

り
、
地
権
者
等
の
合
意
形
成
を
図
っ
た

一
般
質
問

こ
の
一
般
質
問
の
内
容
は
、会
議
録（
反
訳
文
）に
基
づ
い
て
各
議
員
が
質
問
の
一
部
を
ま
と
め
、本
委
員
会
が
最
終
確
認・
編
集
を
し
た
も
の
で
す
。

◇
観
光
行
政
を
質
す

（
１
）Ｎ
Ｓ
Ｂ
Ｐ
の
一
括
交
付
金

終
了
後
の
財
源
は
。（
２
）西
原

町
観
光
協
会
の
立
上
げ
の
予
定
は
。

（
３
）サ
ン
エ
ー
西
原
シ
テ
ィ
一
画
に

「
西
原
ギ
ャ
ラ
リ
ー
」
を
設
置
す
る
考

え
は
な
い
か
。

（
１
）昨
年
度
は
１

千
２
百
万
円
、
今
年
度
は
４
６
８
万
と

な
っ
て
お
り
、
交
付
金
終
了
後
の
具
体

的
な
額
は
、
今
後
検
討
し
て
進
め
る
。

（
２
）予
算
の
都
合
上
、
具
体
的
な
設
立

年
度
に
至
っ
て
な
い
が
、
観
光
ま
ち
づ

く
り
協
会
の
活
動
を
踏
ま
え
て
可
能
な

限
り
早
め
に
設
立
し
た
い
。

（
３
）昨
年
に
一
度
意

見
交
換
を
行
っ
た
が
、
引
き
続
き
設
置

に
向
け
て
取
り
組
む
。

◇
教
育
行
政
を
質
す

（
１
）町
内
６
校
の
教
職
員
人
数

は
。（
２
）出
退
勤
時
間
は
ど
の

よ
う
に
把
握
し
て
い
る
か
。（
３
）タ
イ

ム
レ
コ
ー
ダ
ー
を
導
入
す
る
考
え
は
。

（
４
）導
入
し
た
際
の
年
間
ラ
ン
ニ
ン
グ

コ
ス
ト
は
。（
５
）カ
ー
ド
を
無
償
で
提

供
す
る
会
社
が
あ
れ
ば
、
出
退
勤
管
理

を
導
入
す
る
考
え
は
あ
る
の
か
。

（
１
）坂
田
小
学
校
43

名
、
西
原
小
学
校
37
名
、
西
原
東
小
学

校
26
名
、
西
原
南
小
学
校
23
名
の
計
１

２
９
名
。
西
原
中
学
校
40
名
、
西
原
東

中
学
校
31
名
で
計
71
名
。
小
中
合
計
で

２
０
０
名
で
あ
る
。（
２
）出
勤
簿
へ
の

押
印
を
教
頭
先
生
が
確
認
し
て
お
り
、

出
勤
退
勤
時
間
を
教
諭
個
々
の
パ
ソ
コ

ン
に
入
力
し
、
月
ご
と
に
教
頭
に
提
出

し
て
い
る
。（
３
）現
在
の
パ
ソ
コ
ン
に

よ
る
処
理
が
効
率
的
で
、
経
済
的
負
担

も
少
な
い
も
の
と
考
え
て
い
る
。（
４
）

導
入
す
る
と
仮
定
し
た
場
合
、
12
万
６

千
円
の
経
費
が
必
要
と
考
え
て
い
る
。

（
５
）学
校
現
場
の
意
見
も

聞
き
他
の
市
町
村
の
状
況
も
確
認
し
な

が
ら
研
究
、
検
討
す
る
。

◇
農
水
産
物
行
政
を
質
す

（
１
）現
時
点
で
の
工
事
の
進
捗

状
況
は
。（
２
）一
括
交
付
金
の

特
別
枠
は
、
現
時
点
で
確
定
し
た
の

か
。

（
１
）平
成
28
、
29
年
度

は
実
施
設
計
及
び
用
地
取
得
、
物
件
移

転
を
完
了
し
、
建
築
確
認
申
請
は
、
済

み
書
交
付
を
完
了
し
た
。（
２
）平
成
31

年
度
に
お
け
る
特
別
枠
は
確
定
し
て
い

な
い
。

問

問

問
一
般
質
問

こ
の
一
般
質
問
の
内
容
は
、会
議
録（
反
訳
文
）に
基
づ
い
て
各
議
員
が
質
問
の
一
部
を
ま
と
め
、本
委
員
会
が
最
終
確
認・
編
集
を
し
た
も
の
で
す
。

◇
農
水
産
物
流
通
・
加
工
・

　観
光
拠
点
施
設

平
成
27
年
度
の
一
括
交
付
金
の

特
別
枠
は
40
億
円
だ
が
、
市
町

村
の
配
分
方
法
が
ど
の
様
な
方
法
で
決

め
ら
れ
る
の
か
、
伺
い
た
い
。

特
別
事
業
枠
は
、
全

市
町
村
で
採
点
を
行
い
、
そ
の
合
計
得

点
の
高
い
順
に
配
分
さ
れ
る
。
特
別
枠

の
総
額
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
40
億

円
で
推
移
し
て
い
る
が
、
毎
年
、
沖
縄

振
興
市
町
村
協
議
会
作
業
部
会
で
素
案

が
作
成
さ
れ
る
た
め
、
変
動
の
可
能
性

は
あ
る
。農

水
産
物
流
通
・
加
工
・
観
光

拠
点
施
設
は
、
平
成
27
年
度
で

一
括
交
付
金
が
（
特
別
枠
）
が
交
付
さ

れ
た
が
、
平
成
28
年
度
、
平
成
29
年
度

に
繰
り
越
さ
れ
た
特
別
枠
の
用
地
費
、

補
償
費
の
金
額
を
伺
い
た
い
。

平
成
27
年
度
に
一
括

交
付
金
（
特
別
枠
）
採
択
を
受
け
、
平

成
28
年
度
に
繰
り
越
し
た
用
地
費
は
２

億
６
，
４
１
７
万
１
，
１
０
２
円
、
補

償
費
は
１
，
６
９
４
万
５
，
６
０
０
円

で
あ
る
。
　
　
　
　
　

用
地
費
は
一
括
交
付
金
の
特
別

枠
を
活
用
し
て
い
る
の
に
、
な

ぜ
工
事
費
に
つ
い
て
は
継
続
し
て
特
別

枠
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
の
か
。

特
別
枠
は
継
続

し
て
担
保
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
常
だ

が
、
最
初
の
計
画
と
特
別
枠
に
望
む
額

が
大
き
く
離
れ
た
と
い
う
こ
と
で
、
新

規
扱
い
と
県
か
ら
言
わ
れ
、
そ
の
分
は

ま
た
新
規
エ
ン
ト
リ
ー
に
な
る
。

事
業
計
画
の
変
更
が
あ
っ
た
場

合
は
、
新
規
事
業
の
取
り
扱
い

と
い
う
こ
と
だ
が
、
先
ほ
ど
聞
い
た
段

階
で
額
の
変
更
が
あ
っ
た
と
い
う
。
本

来
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
だ
け
大
き
な
事
業

を
す
る
場
合
、
や
は
り
担
保
が
あ
っ
て

初
め
て
申
請
す
る
が
、
事
業
額
が
変

わ
っ
て
、
新
規
扱
い
に
な
る
と
、
あ
る

程
度
想
定
し
て
い
な
か
っ
た
の
か
。
本

来
な
ら
ば
担
保
が
な
い
場
合
、
１
年
ぐ

ら
い
で
も
い
い
か
ら
伸
ば
し
て
で
も
、

そ
う
す
べ
き
だ
と
考
え
は
な
か
っ
た
の

か
。

何
と
か
基
本
枠
で
最
悪
で

も
計
画
ど
お
り
、
こ
の
事
業
を
進
め
て

い
く
と
い
う
こ
と
で
計
画
を
立
て
て
い

る
。

問

問

問問

後
、
同
時
期
に
都
市
計
画
決
定
、
市
街

地
編
入
を
し
、
最
短
で
平
成
36
年
度
決

定
で
進
め
て
い
る
。

県
の
マ
イ
ス
施
設
決
定
で
国
が

予
算
を
見
送
っ
た
件
は
、
マ
イ

ス
後
背
地
の
都
市
計
画
決
定
の
平
成
36

年
度
ま
で
は
予
算
を
見
送
る
と
考
え
る

が
。

大
型
マ
イ
ス
の
交

付
決
定
を
受
け
て
の
土
地
利
用
見
直
し

と
い
う
こ
と
で
の
関
連
性
が
あ
り
、
交

付
決
定
が
な
さ
れ
て
い
な
い
状
況
で
あ

る
。

マ
イ
ス
予
算
の
国
か
ら
の
決
定

が
遅
れ
て
い
る
件
で
町
長
の
見

解
は
。

国
も
沖
縄
振
興
の
た
め
の

沖
縄
振
興
計
画
で
あ
る
し
、
沖
縄
振
興

予
算
で
あ
り
、
必
ず
進
む
と
私
は
認
識

を
し
て
い
る
。

◇
道
路
建
設
に
か
か
る

　検
討
委
員
会
の
設
置
を

都
市
整
備
計
画
で
国
、
県
か
ら

示
さ
れ
た
道
路
計
画
等
に
お
い

て
、
県
道
29
号
線
の
拡
幅
工
事
に
お
い

て
、
上
原
地
区
で
は
、
新
道
路
の
勾

配
、
信
号
機
が
減
る
、
一
部
県
道
残
道

路
で
店
舗
が
営
業
で
き
な
い
。
棚
原
地

区
で
は
、
幡
歯
科
前
交
差
点
の
旧
県
道

路
侵
入
路
が
な
く
な
る
。
町
道
翁
長
、

棚
原
線
の
町
道
拡
幅
の
要
請
、
オ
キ
コ

前
交
差
点
の
改
良
要
請
。
県
道
浦
添
西

原
線
に
お
い
て
は
、
坂
田
ハ
イ
ツ
地
域

で
は
、
一
部
擁
壁
計
画
か
ら
ボ
ッ
ク
ス

型
へ
の
要
請
。
町
施
設
の
学
校
給
食
セ

ン
タ
ー
の
粉
じ
ん
、
自
動
車
の
排
ガ
ス

問
題
等
が
あ
る
。
都
市
計
画
審
議
会
で

都
市
計
画
決
定
す
る
前
に
、
西
原
町
で

そ
れ
ら
の
問
題
点
を
把
握
し
、
不
都
合

な
状
況
が
生
じ
な
い
よ
う
検
討
委
員
会

を
設
置
す
べ
き
と
考
え
る
が
。

行
政
と
し
て
地
域
の
生
活

環
境
、
道
路
等
を
含
め
た
ト
ー
タ
ル
し

た
形
で
の
視
点
で
チ
ェ
ッ
ク
を
し
、
検

証
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
。
行
政
内
部

で
の
調
整
は
可
能
で
、
検
討
委
員
会
の

設
置
は
考
え
て
い
な
い
。

平良 正行  議員
たいら　まさゆき

町
長

総
務
部
長

建
設
部
長

企
画
財
政
課
長

都
市
整
備
課
長

都
市
整
備
課
長

産
業
観
光
課
長

問

問

問

問

屋比久 満  議員
やびく　 みつる

伊波 時男  議員
いは　  ときお

建
設
部
長

教
育
部
長

建
設
部
長

教
育
長

町
長

副
町
長

2

た
だ

た
だ

た
だ
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送付先

「西原町特別会計繰出準備基金条例について」議案第28号

原案
可決！

　上記議案は、総務財政常任委員会へ付託された議案で、6月14日に担当課長の出席を求め、
慎重に審議を行いました。

【提案理由】
　当該基金は、各特別会計で実施する事業費に対し、一時的に多額の費用の支出が見込まれる
年度の予算編成に備えるために設置するもの。

【審査報告】
　担当課長の説明を受けた後、質疑を行った。当該基金は、国民健康保険特別会計の累積赤字
解消計画にて予定される法定外繰出金や土地区画整理事業特別会計等で実施する、西原西地区
土地区画整理事業の進捗過程において、鉄塔移設費用(地区外)約1億円等、一時的に多額の費
用の支出が見込まれることに備えるため、その資金を積立てることを目的としている。また、
基金に積むことで、一時的な現金の運用も見込め、金融機関からの一時借り入れの額を抑制
し、その分の返済利息の圧縮もできる。
　審議の中で、委員からは、①これまでの国保財政の状況を見ながら国保税の調整を行うべき
であった、②国保が県単位化された今、標準額に速やかに引き上げ断固たる決意をもって、赤
字解消に取り組むべき、との提言があった。

【審査結果】
　全会一致で原案のとおり可決しました。

《 新規条例 》《 新規条例 》

講師の琉球大学名誉教授：石川友紀氏

講師の政治評論家：有馬晴美氏

13 12

一
般
質
問

こ
の
一
般
質
問
の
内
容
は
、会
議
録（
反
訳
文
）に
基
づ
い
て
各
議
員
が
質
問
の
一
部
を
ま
と
め
、本
委
員
会
が
最
終
確
認・
編
集
を
し
た
も
の
で
す
。

◇
民
間
開
発
の
サ
ポ
ー
ト
を

町
が
認
め
て
こ
の
土
地
は
都
市

マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
で
ず
れ
て
い

な
い
、
尚
且
つ
地
権
者
合
意
も
と
れ
そ

う
な
状
況
の
企
業
に
関
し
て
は
、
職
員

を
張
り
付
け
て
協
力
体
制
を
と
る
等
の

政
策
を
今
後
や
っ
て
い
く
考
え
が
あ
る

か
。

ミ
ニ
開
発
、
大
規
模
開

発
、
一
定
の
要
件
は
あ
る
が
、
そ
の
要

件
を
満
た
せ
ば
、
民
間
で
道
路
排
水
、

公
園
等
を
整
備
し
な
が
ら
、
そ
こ
に
新

た
な
宅
地
を
形
成
し
て
い
く
。
そ
の
よ

う
な
形
に
な
れ
ば
行
政
と
し
て
も
あ
り

が
た
く
、
そ
う
で
あ
れ
ば
今
後
、
十
分

内
部
で
検
討
し
、
支
援
で
き
る
よ
う
検

討
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。

◇
行
財
政
改
革
の
一
手
は

町
民
負
担
を
求
め
る
時
に
お
金

が
な
い
は
理
由
に
な
っ
て
い
な

い
。
優
先
順
位
が
違
う
と
い
う
話
だ
と

思
う
。
給
食
費
の
無
料
化
よ
り
校
舎
が

壊
れ
る
の
で
あ
れ
ば
そ
ち
ら
の
優
先
順

位
が
高
い
と
思
う
。
町
長
は
国
保
の
赤

字
を
言
う
が
、
赤
字
が
終
わ
っ
て
も
ま

だ
不
安
は
残
る
。
公
共
施
設
も
あ
る
。

今
の
時
点
で
財
政
の
計
画
が
立
て
ら
れ

な
い
で
は
な
く
、
立
て
な
い
と
い
け
な

い
。
こ
の
ま
ま
で
は
町
民
体
育
館
も
中

央
公
民
館
も
建
て
替
え
を
し
な
い
と
い

う
判
断
も
で
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の

辺
は
ど
う
か
。

町
民
の
理
解
を

頂
く
こ
と
が
第
一
義
的
だ
と
考
え
て
お

り
ま
す
。
５
月
の
広
報
で
厳
し
い
財
政

状
況
を
お
知
ら
せ
し
、
シ
ミ
ュ
レ
ー

シ
ョ
ン
も
わ
か
り
や
す
く
伝
え
る
努
力

を
し
て
い
き
た
い
。
公
共
施
設
に
つ
い

て
も
今
は
明
言
で
き
な
い
が
、
検
討
を

進
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
ご
理
解
い

た
だ
き
た
い
。

厳
し
い
場
面
が
出
て
く
る
と
思

う
が
そ
れ
を
知
る
の
が
半
年
前

に
知
る
の
か
、
２
年
前
か
ら
準
備
す
る

の
か
で
は
全
然
話
が
違
う
と
思
う
。
町

長
に
は
計
画
を
し
っ
か
り
つ
く
っ
て
示

し
て
い
た
だ
き
た
い
。
そ
し
て
し
っ
か

り
と
財
政
を
立
て
直
し
、
町
民
が
明
る

い
町
だ
と
思
え
る
よ
う
頑
張
っ
て
い
き

た
い
。

問

問

問 企
画
財
政
課
長

研
修
・
新
規
条
例

町
長

　沖縄県町村議会議長会主催による『町村議会正副議長・正副委員長
研修会』が、7月24日に、北谷町のちゃたんニライセンターで開催さ
れ、本町議会からは4人が参加しました。
　研修では2講演が催され、「沖縄移民100年の歴史」と題して琉球
大学名誉教授の石川友紀（いしかわ・とものり）氏が、日本の移民政
策に伴う実情を、様々な資料を用いて話されました。
　引き続いて「舞台裏から見た政治とこれからの政局展望」と題し
て、政治評論家の有馬晴美（ありま・はるみ）氏が講演しました。現
在の政権の中枢にいる政治家たちについて見聞きしたことを踏まえ、
テレビ等のマスコミで話題となった事例を交えながら、今年の今後の
政局の動きなどを予測されていました。

宮里 洋史  議員
みやざと ひろふみ

議会事務局（担当：新川）

Mail : gikai_jimu@town.nishihara.okinawa.jp

 Tel.   945-5122
 Fax.   945-5045

表紙の題字と写真を表紙の題字と写真を

お寄せ
ください
お寄せ
ください

あなたの作品を
議会だよりに

掲載しませんか？

あなたの作品を
議会だよりに

掲載しませんか？
　表紙の題字（『議会だより』
の文字。横書き）と写真を募集
しています。上手い下手は関係
ありません。小学生から大人ま
で、いきいきとした題字と笑顔
あふれる写真をお待ちしてい
ます。

【ひとこと】
好きな教科は算数と

体育です。

議会だより
第77号

西原小学校３年

親川 ひよりさん
おや  かわ

※本人の希望により顔写真は
　掲載していません。



「
災
害
時
避
難
所
施
設
建
設
中
止・

　
㈱
西
原
フ
ァ
ー
ム
債
権
放
棄
問
題
」調
査
特
別
委
員
会

「
災
害
時
避
難
所
施
設
建
設
中
止・

　
㈱
西
原
フ
ァ
ー
ム
債
権
放
棄
問
題
」調
査
特
別
委
員
会

＝
行
政
の
ず
さ
ん
な
構
想・計
画
、執
行
体
制
と

　議
会
決
定
の
重
さ
と
監
視
体
制
の
弱
さ
を
指
摘
＝

　
災
害
時
避
難
所
施
設
建
設
中
止
や
（
株
）
西
原
フ
ァ
ー
ム
の
債
権
放
棄
問
題
の
両
件

に
つ
い
て
、
西
原
町
は
独
自
の
住
民
説
明
会
を
開
催
し
、
事
業
主
旨
・
概
要
や
建
設
中

止
や
債
権
放
棄
に
至
っ
た
経
緯
等
の
説
明
と
謝
罪
を
行
い
、
再
発
防
止
に
向
け
た
取
り

組
み
を
現
在
行
っ
て
い
る
。

　
町
民
か
ら
負
託
を
う
け
た
議
会
の
大
き
な
役
目
は
、
「
行
政
の
意
思
決
定
の
最
高
機

関
」
で
あ
る
と
共
に
「
行
政
監
視
」
で
あ
り
、
そ
の
状
況
や
結
果
を
町
民
に
説
明
す
る

責
任
が
あ
る
。
本
議
会
は
、
両
件
に
つ
い
て
議
会
と
し
て
町
民
へ
の
説
明
を
果
し
、
今

後
こ
の
よ
う
な
事
が
繰
り
返
さ
れ
な
い
よ
う
に
、
行
政
に
対
し
再
発
防
止
の
提
言
を
す

べ
く
、
平
成
29
年
12
月
定
例
会
に
お
い
て
「
災
害
時
避
難
所
施
設
建
設
中
止
・
（
株
）

西
原
フ
ァ
ー
ム
の
債
権
放
棄
問
題
調
査
特
別
委
員
会
」
（
議
長
を
除
く
、
全
議
員
で
構

成
）
を
設
置
し
た
。
以
下
に
、
そ
の
審
議
内
容
と
委
員
長
報
告
書
を
全
文
掲
載
す
る
。

　
当
該
調
査
特
別
委
員
会
は
、
平
成
30
年
４
月
26
日

に
調
査
・
確
認
事
項
の
確
認
や
参
考
人
招
致
と
説
明

者
の
選
定
を
行
っ
た
。
５
月
８
日
に
災
害
時
避
難
所

施
設
建
設
中
止
に
つ
い
て
、
５
月
14
日
に
（
株
）
西

原
フ
ァ
ー
ム
の
債
権
放
棄
問
題
に
つ
い
て
、
参
考
人

に
崎
原
盛
秀
氏
（
前
副
町
長
）
、
説
明
者
と
し
て
、

町
長
、
企
画
財
政
課
長
、
産
業
観
光
課
長
、(

前)

産
業

課
長
、
を
招
き
、
調
査
・
確
認
事
項
に
基
づ
い
た
意

見
や
説
明
の
後
、
質
疑
を
行
っ
た
。

　
５
月
22
日
に
は
、
議
会
の
対
応
と
課
題
、
今
後
の

あ
り
方
に
つ
い
て
審
議
し
た
。

　
以
下
、
当
調
査
特
別
委
員
会
の
報
告
を
行
う
。

　
調
査
特
別
委
員
会
日
程

第
１
回
　
平
成
29
年
12
日
15
日

・
正
副
委
員
長
を
選
出

第
２
回
　
平
成
30
年
４
月
19
日

・
調
査
・
確
認
内
容
及
び
参
考
人
・
説
明
者
の
決
定

第
３
回
　
平
成
30
年
５
月
８
日

・
災
害
時
避
難
所
施
設
建
設
中
止
問
題
に
つ
い
て
、

　
集
中
審
議

第
４
回
　
平
成
30
年
５
月
14
日

・
㈱
西
原
フ
ァ
ー
ム
債
権
放
棄
問
題
に
つ
い
て
、

　
集
中
審
議

第
５
回
　
平
成
30
年
５
月
22
日

・
議
会
の
行
政
監
視
の
在
り
方
に
つ
い
て
、

　
集
中
審
議

　
平
成
30
年
６
月
15
日
　
定
例
会
最
終
日
の
本
会
議

に
お
い
て
、
委
員
会
報
告
。

　
一
連
の
問
題
に
つ
い
て
、
全
議
員
（
議
長
は
、
オ

ブ
ザ
ー
バ
ー
参
加
）
に
よ
り
調
査
を
行
い
、
議
会
・

議
員
も
含
め
そ
れ
ぞ
れ
の
責
任
や
再
発
防
止
に
向
け

た
内
容
を
、
議
会
の
統
一
見
解
と
し
て
「
委
員
長
報

告
書
」
に
ま
と
め
た
（
16
頁
、
17
頁
に
掲
載
）
。
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平成30年度平成30年度 一般一般会計会計 補正補正予算予算一般一般一般会計会計会計 補正補正補正予算予算予算

補
正
予
算
・
陳
情

歳入歳出ともに2億9,062万9千円を追加 総額114億4,362万９千円
決
可

主な歳出主な歳出主な歳入主な歳入
　国庫支出金 797万6千円減額
　県支出金 2,336万8千円増額

　土木債 1,980万円減額
　財政調整基金繰入金 1億363万3千円増額
　前年度繰越金 1億2,517万6千円増額

　財政調整基金積立事業
1億1,258万8千円

　減債基金積立事業 4,401万9千円
　児童福祉費県補助金 1,680万3千円増額

（西原町こども貧困緊急対策支援事業費県補助金）

　衛生費県補助金 87万8千円増額
（乳児への麻しん含有ワクチン接種勧奨事業補助金）

　特別会計操出準備基金積立事業
8,500万円・麻しん流行　予備費で充てる

　予防接種事業 362万1千円
・麻しん含有ワクチン予防接種委託料
・麻しん定期外予防接種助成扶助費

　要保護及び準要保護児童就学援助事業
2,140万1千円（小学校）

　要保護及び準要保護児童就学援助事業
1,504万7千円（中学校）

陳情 第 779 号

《 陳情 》《 陳情 》

陳情事項
　1. 工事金額及び発注時期の見直し
　2. 20日程度の見積もり期間確保（入札書受取り日から入札日までの期間）
　3. 入札前の配布図書は国、県等に準じて配布（金抜き設計書等）
　4. 関係部局との定期的な意見交換等の実施

町発注工事（管工事関連）に関する陳情

陳情 第 780 号

陳情事項
　1.「生産性向上特別措置法」に基づく「導入促進基本計画」を策定すること
　2. 上記に基づき、「先端設備等導入計画」の認定を受けた設備投資について固定資産税

の特例率をゼロとする条例を策定すること。

「生産性向上特別措置法」に基づく導入
促進基本計画の策定及び固定資産税の
特例措置に関する要望について

一部
採択

択
採

特集特集特集
Vol.Vol.1313
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　土地売払収入 4,401万9千円増額
（上原地内）
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　当該施設の損失額　事業経費　25,909,400円（町単独費）
｠
【審議内容】
　審議の中で一番の大きな問題となったのが、議会への説明がなされなかったという事である。これに
ついては、「農水産物・流通・加工・観光拠点施設」について議論した際も、当局の議会への説明不足
を指摘され、当時の副町長は、予算審査特別委員会の中で、説明不足を謝罪し、今後は事前の説明を
しっかりと行っていくと答弁している。しかしながら、当該事業についても改善はなく、説明不足とな
り同じ轍を踏んだ。
　質疑の中で、説明者からは、大変申し訳ないと謝罪があり、事業の節目節目において議会への説明を
行っていれば、指摘に対処する時間も状況も変わっていたかもしれない。事業計画の変更も可能だった
のではないか。また、当該事業は、主要施策として命ぜられているので、進めなければいけなかった。
しかし、事務方としては、「農水産物・流通・加工・観光拠点施設」の件もあり、議会への情報提供を
すべきではないかと言う主張はしたが、責任者の判断がどうだったかと言う事になるかと思うと付け加
えた。
　この事業は、当初計画の目的が会計検査の対応で変わって行き、事業費が膨れ上がった。この対応等
は、これまで幾多の事業でも対処してきており、今回の件が特別ではなく、事業構想や計画がずさんで
ある。また、事務方から議会説明をすべきとの主張を無視した形となり、責任者の判断は責任重大であ
る。

　

　当該事業の損失額　耕作放棄地解消対策協議会への補助金　30,000,000円
｠
【審議内容】
　まず、当初計画と貸付時の状況について説明者は、当初計画が10万坪の耕作放棄地の解消と200人
の新規就農の育成が過大とは思っていなかった。設立当時（株）西原ファームの社長以下、専門的な農
業者ではなかった。本来収入を得るべき農業生産に関しても専門的な知識が無いままに、農業生産法人
を立ち上げてしまった。しかし、運転資金が早急に必要だったため、返済計画の確認が不十分なまま協
議会に対し補助金を交付してしまった。また、協議会は、確実に返済ができるものなのかどうか、改善
計画等の確認が不十分であったこと（担保を取ってなかった）も原因である。
　経営不振の大きな原因として、（株）西原ファームは、耕作放棄地の再生に相当な力を入れてきた
が、本来収入を得るべき農業生産に関し、独自の農業生産ができていなかった事が最大の原因と言える。
　改善指導については、事業負担を減らしたり、償還時期を先送りし対応した等の答えがあったが、具
体的な指導を行ったとは到底考えにくく、付帯決議にもある、民間並みの緊張感を持った運営には程遠
い。この様な状態から、（株）西原ファームが事実上の倒産及び債権放棄の事態に至ったことは、容易
に推測でき、血税を使い執行している責任の意識の欠如と言える。

「課題と各々の責任」そして、「今後の対応」
　この二つの問題や先の農水産物・流通・加工・観光拠点施設の件から、本町の構造的な問題が浮き彫
りとなった。まず、事業を進めるにあたっての「構想・計画」がずさんである。また、事業進捗の段階
で疑義が生じた場合、上司の指示が最優先され、部下の意見が反映されていない状況が見えてくる。
「報告・連絡・相談・確認」とういう基本的な事が、各人の職務責任において果たされていない。

【町長の責任】
　町長は、本町行政の最高責任者として、副町長の任命責任と監督責任があり、その役割を十分果たし
たとは言えず、その責任は重い。特に、重要案件については、常に状況の確認と把握を行い、町長とし
て的確な判断と指示を行うべきである。
「報告・連絡・相談・確認」が円滑に行われるよう、風通しの良い職場環境づくりを早急に進めるべき
である。
｠
【副町長の責任】
　副町長は、地方自治法第167条第１項で、「副知事及び副市町村長は、普通地方公共団体の長を補佐
し、普通地方公共団体の長の命を受け政策及び企画をつかさどり、その補助機関である職員の担任する
事務を監督し、別に定めるところにより、普通地方公共団体の長の職務を代理する。」と定められてい
る。よって、当該問題に関して実質的な内政権限を持つ、当時の副町長の責任も重大であると判断され
る。災害時避難所施設においては、町長と密な連絡調整や積極的な議会への説明と情報提供に努めるべ
きであった。
　特に、債権放棄問題に関しては、耕作放棄地解消対策協議会の会長でもあることから、十分に管理及
び改善指導を協議会と行政の両面から、事態の対応や指示ができる立場にあり、その職務を十分果たせ
ば、この様な事態にはならなかったと判断できる。
｠
【職員の責任】
　職員各位は、公務員として上司の命令・指示に従順に従う事は当然であるが、事業の計画立案力の向
上の再構築が必要である。たとえ上司の命令・指示においての事業であったとしても、事業進捗の中で
疑義などが生じた場合は、担当課や部局において再考し、その結果を上司へしっかりと報告する体制を
整えることが責務である。
｠
｠
【役場組織全体の責任】
　議会への事前・段階的説明の欠如である。このことは再三議会で指摘され、町のガイドラインを作成
するということであった。議員は「町民の代表であることを忘れないで頂きたい。」町政を円滑に進め
るにあたって、町民の代表である議員に対して、しっかりとした対応を望む。
　町長・副町長・教育長の町三役をはじめ町職員には、西原町民の暮らしを豊かにする為に、自ら課せ
られた職務に、自覚と責任を持って、町行政運営に取り組み、組織全体の意識改革断行と血税を預かる
責任の重大さを今一度肝に銘じてもらいたい。
　以上の事を再発防止に向けた、本町議会から町当局への提言とする。
｠
【本町議会の責任】
　最後に、行政監視の役目である本議会も大いに反省すべきである。本町議会は、町民を代表する議員
で構成した「行政の意思決定の最高機関」であると共に、「行政の監視機関」である。その時々の判断
は、町行政並びに町民の未来を担う大きな決定となることを決して忘れてはならず、その責任は非常に
重い。ゆえに、常に町の発展と町民が幸せになる為の判断をすべきである。
　本町議会は委員会中心主義である。しかし、本町議会の現状は、委員会は継続審議についても議論が
ほとんどなされず、機能しているとは到底言えない。これらの問題は本来、各常任委員会で審議される
べき事項である。これまでは、議員各自の一般質問で問題を取り上げ議論してきたが、問題の事案が結
果このような事になったのは、それだけでは、不十分であると言える。今後は、特に重要な案件につい
ては、所管の委員会でしっかり審議し、議論すべきである。また、決定した事項に対しても、継続して
しっかりと監視していかなくては、同じような事を繰り返させてしまう。その為には、個々の議員の資
質向上が必要であり、議員各人が西原町民の代表である事をしっかりと自覚し、自らに課せられた職責
を果たすべきである。

　委員長報告書（全文掲載）
【災害時避難所施設建設中止問題について】

【（株）西原ファームの債権放棄問題について】
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「西原町議会をDOする！
町民に開かれた議会とは…」
2016年11月16日 

本町議会初の議会報告会
を開催（2018年5月16日
午後6時30分）

議
会
活
性
化
調
査
特
別
委
員
会
最
終
報
告
書

議
会
活
性
化
調
査
特
別
委
員
会
最
終
報
告
書

＝
町
民
に
開
か
れ
た
議
会
を
目
指
し
て
＝

 
ま
ち
づ
く
り
基
本
条
例
に
あ
る
「
町
民
に
開
か
れ
た
議
会
」
を
目
指
し
、
２
０
１
５
年

６
月
議
会
に
て
議
会
活
性
化
調
査
特
別
委
員
会
が
設
立
さ
れ
、
改
革
先
行
型
委
員
会
と

し
て
当
委
員
会
は
、
50
回
に
わ
た
る
会
議
を
開
き
、
議
論
し
改
革
を
行
っ
て
き
た
。
以

下
、
委
員
長
報
告
を
掲
載
す
る
。

は
じ
め
に

　
ま
ち
づ
く
り
基
本
条
例
に
あ
る
「
町
民
に
開
か
れ

た
議
会
」
を
目
指
し
、
２
０
１
５
年
６
月
議
会
に
て

議
会
活
性
化
調
査
特
別
委
員
会
が
設
立
さ
れ
、
改
革

先
行
型
委
員
会
と
し
て
当
委
員
会
は
、
議
論
し
改
革

を
行
っ
て
き
た
。

　
２
０
１
６
年
３
月
１
日
に
議
会
全
体
の
共
通
認
識

と
し
て
中
間
報
告
書
を
提
出
し
た
。
議
会
は
ひ
と

つ
、
「
チ
ー
ム
議
会
」
と
し
て
取
り
組
む
こ
と
を
確

認
し
、
提
案
し
た
「
本
会
議
の
ネ
ッ
ト
中
継
」
、

「
委
員
会
の
原
則
公
開
」
、
「
議
員
の
一
般
質
問
・

質
疑
に
対
す
る
執
行
部
の
確
認
事
項
」
等
の
先
行
改

革
を
行
っ
た
。

　
次
に
、
最
も
重
要
な
議
会
外
改
革
の
取
り
組
み
と

し
て
、
２
０
１
６
年
11
月
16
日
、
さ
わ
ふ
じ
未
来

ホ
ー
ル
で
当
委
員
会
主
催
の
中
間
報
告
会
及
び
住
民

意
見
交
換
会
「
西
原
町
議
会
を
Ｄ
Ｏ
す
る
!?
」
を
開

催
し
た
。
報
告
会
で
は
、
当
委
員
会
で
の
議
会
改
革

等
を
報
告
し
、
町
民
と
共
に
議
会
改
革
及
び
開
か
れ

た
議
会
に
向
け
た
取
り
組
み
を
模
索
し
た
。

　
本
町
議
会
と
し
て
初
め
て
議
会
活
性
化
等
に
つ
い

て
の
住
民
と
の
意
見
交
換
会
を
実
施
し
、
ア
ン
ケ
ー

ト
調
査
も
行
っ
た
。
町
民
等
の
参
加
61
人
、
議
員
及

び
事
務
局
職
員
含
め
る
と
83
人
が
参
加
し
た
。

　
こ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
結
果
も
踏
ま
え
つ
つ
、

県
内
先
進
市
町
村
議
会
の
視
察
調
査
及
び
研
修
等
を

実
施
、
開
か
れ
た
議
会
へ
向
け
て
下
記
10
項
目
に
絞

り
込
み
、
議
論
を
重
ね
た
。
50
回
に
わ
た
る
委
員
会

を
経
て
、
最
終
の
改
革
・
提
案
事
項
と
し
て
報
告
す

る
。

改
革
・
提
案
事
項

（
１
）
常
任
委
員
会
の
活
性
化

　
「
年
４
回
の
議
会
以
外
に
議
員
は
何
を
し
て
い
る

の
か
」
、
「
私
た
ち
の
声
を
聴
い
て
欲
し
い
」
、
な

ど
、
多
く
の
町
民
か
ら
疑
問
の
声
が
あ
っ
た
。
実

際
、
本
会
議
終
了
後
に
各
常
任
委
員
会
は
閉
会
中
の

継
続
審
査
を
申
し
出
て
い
る
が
、
閉
会
中
に
常
任
委

員
会
が
開
か
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
常
任
委

員
会
の
活
性
化
は
、
開
か
れ
た
議
会
へ
の
一
番
の
近

道
で
あ
る
。
閉
会
中
の
審
査
は
も
ち
ろ
ん
、
各
種
団

体
等
と
の
意
見
交
換
を
通
じ
て
、
常
日
頃
か
ら
や
っ

て
い
く
べ
き
で
あ
る
。
当
委
員
会
の
議
論
の
結
果
、

各
常
任
委
員
会
を
月
一
回
程
度
開
催
す
る
こ
と
を
提

案
す
る
。

（
２
）
タ
ブ
レ
ッ
ト
の
導
入

　
タ
ブ
レ
ッ
ト
は
、
先
進
地
域
の
取
り
組
み
等
を
調

査
す
る
手
段
と
し
て
大
き
な
力
と
な
り
、
議
員
の
能

力
向
上
・
能
力
維
持
に
も
つ
な
が
る
。
経
費
的
効
果

は
、
各
定
例
会
・
臨
時
会
、
大
型
事
業
や
行
財
政
等

に
関
す
る
説
明
会
等
の
用
紙
代
・
カ
ウ
ン
タ
ー
手
数

料
・
ト
ナ
ー
代
や
印
刷
及
び
製
本
や
修
正
等
に
要
す

る
人
件
費
の
削
減
。
さ
ら
に
は
、
例
規
集
の
よ
う
な

加
除
式
の
資
料
等
は
、
毎
年
何
度
も
改
訂
す
る
の

で
、
そ
の
経
費
削
減
に
も
な
る
。
こ
れ
は
、
議
会
の

み
な
ら
ず
、
行
政
の
ス
リ
ム
化
の
為
に
も
必
要
な
事

と
い
え
よ
う
。

　
実
用
的
効
果
と
し
て
は
、
議
案
や
説
明
資
料
等
を

説
明
者
と
同
じ
も
の
を
タ
ブ
レ
ッ
ト
に
表
示
す
る
こ

と
で
、
情
報
の
共
有
が
で
き
て
理
解
度
が
深
ま
り
、

会
議
時
間
の
短
縮
に
つ
な
が
る
。
ま
た
、
資
料
の
更

新
や
差
し
替
え
が
瞬
時
に
行
え
、
資
料
を
ク
ラ
ウ
ド

（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
保
存
箱
）
に
置
く
こ
と

で
、
い
つ
で
も
、
ど
こ
か
ら
で
も
、
資
料
を
閲
覧

し
、
調
査
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
こ
と
が
最
大
の

メ
リ
ッ
ト
で
あ
る
。
以
上
の
効
果
を
鑑
み
、
早
期
の

導
入
に
向
け
た
取
り
組
み
を
行
う
べ
き
で
あ
る
。

（
３
）
議
会
報
告
会
及
び
意
見
交
換
会
の
開
催

　
議
会
報
告
会
及
び
意
見
交
換
会
は
、
北
谷
町
議
会

で
平
成
28
年
に
開
催
さ
れ
た
各
種
団
体
と
の
意
見
交

換
が
大
変
好
評
で
あ
っ
た
と
聞
く
。
各
団
体
で
は
常

に
行
政
へ
の
意
見
を
集
約
し
て
お
り
、
議
会
と
し
て

は
、
そ
れ
ら
の
声
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
は
大
変
重
要

で
あ
る
。
当
委
員
会
の
議
論
の
結
果
、
方
法
は
多
様

な
が
ら
町
民
の
意
見
を
聞
き
、
町
政
に
反
映
さ
せ
る

た
め
に
毎
年
開
催
を
提
案
す
る
。
な
お
、
当
委
員
会

の
中
間
報
告
を
受
け
て
、
平
成
30
年
５
月
16
日
に
本

町
議
会
初
の
議
会
報
告
会
が
開
催
さ
れ
た
。

　（
４
）
確
認
事
項
の
会
議
規
則
へ
の
明
記
の
議
論

　
本
会
議
に
お
け
る
議
論
を
深
め
る
こ
と
が
、
議
会

活
性
化
に
資
す
る
こ
と
か
ら
、
執
行
機
関(

町
長
及
び

そ
の
委
任
を
受
け
た
者)

が
、
議
員
の
質
疑
・
質
問
等

の
趣
旨
及
び
内
容
に
つ
い
て
確
認
で
き
る
「
確
認
権
」

の
導
入
が
提
案
さ
れ
、
平
成
28
年
６
月
定
例
会
か
ら

実
施
し
て
い
る
。

　
本
件
は
、
１
年
余
の
実
績
を
踏
ま
え
、
平
成
29
年

９
月
定
例
会
に
お
い
て
、
発
議
第
１
号
「
西
原
町
議

会
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
に
つ
い
て
」

と
し
て
、
本
会
議
に
提
案
さ
れ
全
会
一
致
で
可
決
し

て
い
る
。

（
５
）
住
民
ア
ン
ケ
ー
ト
の
実
施

　
町
民
が
議
会
や
議
員
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
に
考

え
、
何
を
望
ん
で
い
る
の
か
、
率
直
な
意
見
等
を
把

握
し
、
議
会
や
議
員
個
々
が
寄
せ
ら
れ
た
課
題
に
つ

い
て
、
調
査
研
究
を
重
ね
、
議
会
改
革
を
進
め
て
い

き
た
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
平
成
29
年
10
月
に
、
西
原
町
議
会
住
民
ア
ン
ケ
ー

ト
調
査
（
町
内
無
作
為
２
千
世
帯
）
を
実
施
し
た
。

町
民
の
考
え
や
要
望
が
具
体
的
に
把
握
で
き
、
こ
れ

か
ら
の
議
会
改
革
の
課
題
や
方
向
性
が
見
え
た
。
今

後
も
定
期
的
に
実
施
し
て
い
き
、
そ
の
時
々
の
議
会

活
動
や
改
革
に
活
か
す
べ
き
で
あ
る
。

（
６
）
議
員
の
政
策
立
案
能
力
の
向
上

　
議
員
は
、
政
務
活
動
費
を
有
効
に
活
用
し
て
、
政

策
提
言
等
に
生
か
す
よ
う
町
政
に
関
す
る
調
査
研
究

を
行
な
う
事
が
大
切
で
あ
る
。
ま
た
、
図
書
室
の
利

活
用
を
促
進
す
る
た
め
に
、
会
議
用
テ
ー
ブ
ル
や
イ

ス
を
設
置
し
て
、
委
員
会
や
勉
強
会
等
の
開
催
が
で

き
る
よ
う
に
改
善
す
る
こ
と
の
ほ
か
、
中
部
地
区
市

町
村
並
び
に
近
隣
市
町
村
の
予
算
書
・
決
算
書
等
の

資
料
や
議
会
関
連
図
書
の
整
備
な
ど
の
充
実
を
提
案

す
る
。

（
７
）
町
当
局
に
対
す
る
要
望

　
①
議
員
へ
の
資
料
等
提
供
の
要
望

　
議
会
及
び
委
員
会
に
調
査
権
は
あ
る
が
、
議
員
個

人
に
調
査
権
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
本
来
は
、
情

報
公
開
請
求
に
よ
り
、
情
報
の
提
供
を
求
め
る
べ
き

で
あ
る
。
し
か
し
、
議
員
の
活
動
を
よ
り
効
率
的
に

行
い
、
さ
ら
に
、
議
会
運
営
を
円
滑
に
運
ぶ
た
め

に
、
資
料
提
供
等
に
つ
い
て
は
、
町
長
は
誠
実
に
応

じ
る
よ
う
求
め
る
。
つ
い
て
は
、
議
員
個
々
人
か
ら

の
資
料
の
提
供
要
望
に
対
し
て
の
方
針
を
策
定
す
る

よ
う
求
め
る
。

　
②
議
会
に
対
す
る
事
前
説
明
会
及
び
議
案
説
明
会

　
　
の
開
催

　
予
算
（
案
）
や
決
算
、
新
規
条
例
等
の
審
議
に
あ

た
り
、
各
定
例
会
の
議
会
運
営
委
員
会
前
に
説
明
会

を
開
催
す
る
よ
う
求
め
る
。
ま
た
、
新
年
度
の
施
政

方
針
の
重
点
事
業
及
び
継
続
し
て
い
る
事
業
に
お
い

て
大
幅
な
変
更
を
行
う
も
の
に
つ
い
て
も
、
事
前
に

説
明
会
を
開
催
す
る
よ
う
求
め
る
。

（
８
）
配
信
動
画
の
拡
充

　
町
民
へ
の
発
信
ツ
ー
ル
の
一
つ
と
し
て
、
平
成
28

年
６
月
議
会
よ
り
実
施
し
て
い
る
一
般
質
問
の
動
画

配
信
が
あ
る
。
さ
ら
に
発
信
力
を
増
す
よ
う
、
平
成

29
年
６
月
議
会
以
降
、
定
例
会
・
臨
時
会
の
本
会
議

も
動
画
配
信
し
て
い
る
。

（
９
）
一
部
事
務
組
合
議
会
の
情
報
共
有

　
東
部
清
掃
施
設
組
合
等
、
本
町
議
会
か
ら
一
部
事

務
組
合
の
議
会
に
議
員
を
選
出
し
て
い
る
が
、
一
部

事
務
組
合
議
員
か
ら
全
議
員
へ
の
報
告
が
な
く
、
審

議
等
が
見
え
な
い
と
当
委
員
会
で
議
論
と
な
り
、
一

部
事
務
組
合
を
構
成
す
る
自
治
体
の
議
会
議
員
と
し

て
、
そ
の
内
容
に
通
じ
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

本
年
度
（
平
成
30
年
度
）
か
ら
一
部
事
務
組
合
議
員

に
全
員
協
議
会
の
場
で
報
告
書
の
提
出
を
求
め
る
。

な
お
、
資
料
等
は
図
書
室
で
閲
覧
で
き
る
よ
う
に
す

る
。

（
10
）
議
決
す
べ
き
事
件

　
西
原
町
ま
ち
づ
く
り
基
本
条
例
制
定
時
に
基
本
構

想
に
基
づ
く
基
本
計
画
な
ど
の
総
合
計
画
が
策
定
さ

れ
な
く
な
り
、
町
の
中
長
期
に
わ
た
る
「
ま
ち
づ
く

り
」
が
分
か
り
づ
ら
い
。

　
当
委
員
会
で
は
、
町
の
計
画
の
中
か
ら
、
「
議
決

す
べ
き
事
件
」
と
し
て
、
い
く
つ
か
の
計
画
を
町
に

提
案
し
た
が
、
未
だ
町
か
ら
の
返
答
は
な
い
。

「
ま
ち
づ
く
り
の
み
え
る
化
」
に
つ
な
が
る
た
め
、

中
長
期
の
個
別
計
画
に
つ
い
て
は
、
議
会
も
審
議
で

き
る
よ
う
取
り
組
む
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
ど
の

計
画
を
議
会
で
審
議
す
べ
き
か
、
引
き
続
き
町
と
の

調
整
を
進
め
て
い
く
こ
と
を
要
望
す
る
。

お
わ
り
に

　
議
会
の
在
り
方
は
時
代
と
と
も
に
変
化
し
て
い
く

も
の
で
あ
る
。
当
委
員
会
の
提
案
事
項
を
議
長
へ
預

け
、
次
期
議
会
に
お
い
て
も
引
き
続
き
改
革
へ
の
道

を
続
け
て
い
く
よ
う
要
望
し
、
最
終
報
告
と
す
る
。

　
な
お
、
詳
細
に
つ
い
て
は
、
西
原
町
議
会
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
掲
載
。
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つ
ぶ
や
き

　
平
成
26
年
９
月
７
日
の
町
議
会
議
員
選
挙
で
、
町
民
の
皆

様
か
ら
負
託
を
受
け
た
19
名
の
中
か
ら
６
名
が
議
会
広
報
調

査
特
別
委
員
に
選
出
さ
れ
、
「
町
民
の
皆
様
に
わ
か
り
や
す

く
、
親
し
み
の
あ
る
議
会
広
報
」
を
め
ざ
し
、
題
字
や
表
紙

写
真
の
公
募
、
頁
ご
と
の
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
表
示
、
表
紙
の
カ

ラ
ー
化
復
活
や
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
の
表
示
、
特
集
記
事
の
コ
ー

ナ
ー
新
設
等
、
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
し
た
。

　
お
陰
様
で
第
17
回
県
町
村
議
会
広
報
コ
ン
ク
ー
ル
に
お
い

て
は
、
審
査
委
員
特
別
賞
を
受
賞
い
た
し
ま
し
た
。
　
　
　

　　
委
員
長
・
真
栄
城
哲
、
副
委
員
長
・
宮
里
洋
史
、
委
員
・

儀
間
信
子
、
与
儀
清
、
屋
比
久
満
、
伊
計
裕
子
の
６
名
で
の

最
後
の
議
会
だ
よ
り
と
な
り
ま
す
。
こ
れ
ま
で
読
ん
で
い
た

だ
き
、
大
変
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（ 

広
報
調
査
特
別
委
員
一
同 

）

西 原 町 議 会 事 務 局

議会だよりに対するご意見
ご要望はこちらへ

、

TEL:098-945-5122

6月議会の傍聴者

延べ人数

人32

平成２9年度　政務活動費使途一覧表

No. No. 

西原町

No. No. 

西原町
2018（平成30）年2018（平成30）年

9月1日発行9月1日発行

7777
月議会月議会  

　　西原小学校3年今回の表紙題字
おやかわ

親川 ひより さん
66

(※政務活動費一人当たり年度支給額  120,000円）

※政務活動費は、議会の審議能力の強化と議員の調査研究活動基盤の充実を図るための費用です。
※１-残余金の△表示は、マイナス額（政務活動費の自己負担分）。
※平成30年度予算においては、皆減。

議員番号 議員名 研修費 会議費調査研究費 広報・広聴費 資料作成費 残余金（※１）資料購入費 事務所費 事務費 計要請陳情等活動費
62,500
62,500

64,270

2,800

62,582
254,652

9,160

9,160

40,290

46,320
41,250

81,220

79,230
83,660

371,970

19
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

新川喜男
宮里芳男

真栄城　哲
伊計裕子
与儀　清
宮里洋史

屋比久　満
伊波時男

長浜ひろみ
上里善清
大城誠一
呉屋　悟
儀間信子
平良正行
大城純孝
大城好弘
喜納昌盛

与那嶺義雄
前里光信

計

82,734

106,504
61,560

250,798 0

56,900
57,500
33,095

120,000
83,100

▲18,214
▲5,236
63,194
28,018
82,904
6,626

59,360
13,573

120,000
18,786

▲4,760
13,496

▲42,426
▲9,148
756,552

19,818

36,900

19,716
54,500
7,362

36,900
113,374
58,634

106,427

21,984
41,100

71,634
66,566

654,915 0

600

26,797

2,306
600
196

2,006

29,232

61,737

63,100
62,500
86,905

0
36,900

138,214
125,236
56,806
91,982
37,096

113,374
60,640

106,427
0

101,214
124,760
106,504
162,426
129,148

1,603,2320

後列：左から　与儀清委員、屋比久満委員、伊計裕子委員
前列：左から　儀間信子委員、真栄城哲委員長、宮里洋史副委員長

第９期　広報調査特別委員

ＮＯ！ 違法掲示物！
̶ 違法掲示物の掲示の自粛を申し合わせ ̶

　７月30日に開催された町議会議員選挙立候補予定者説明会で、参加者全員が違法掲示物の提示自粛に署名した。
　これは、景観保全や交通安全の確保、クリーンな選挙を目指すことを目的とするもので、今回、初めて、
違法なのぼりやポスター、横断幕の掲示を自粛することを確認した。
　これらの違法掲示物の掲示に関しては、町選挙管理委員会や議会事務局にも町民からの苦情や問い合わせ
があり、問題となっていた。

9月28日（金）午前10時 9月定例会開会予定


